
内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

高
齢
福
祉
課
�（
２１１
）２
９
７
６
へ

年
を
取
る
と
、
体
力
の
低
下
が
目
立
ち
、

病
気
に
も
か
か
り
や
す
く
な
る
な
ど
、
健

康
へ
の
不
安
が
大
き
く
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い

よ
う
に
予
防
す
る
こ
と
、
仮
に
介
護
を
必

要
と
す
る
状
態
に
な
っ
て
も
、
さ
ら
に
状

態
が
悪
化
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て

い
く
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
自
立
へ
の
意
欲
を
持
ち
な
が

ら
、
地
域
社
会
と
交
流
し
た
り
、
活
動
の

幅
を
広
げ
た
り
す
る
こ
と
を
、
ま
ず
自
ら

が
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
外
出
す
る
こ
と
を
避
け
、
家

に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
る
方
は
多
い
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
地
域
の
活

動
に
参
加
し
た
り
、
培
っ
て
き
た
知
識
や

技
能
を
生
か
し
て
活
動
し
た
り
と
、
外
出

の
機
会
を
自
ら
増
や
し
て
い
く
努
力
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
何
ら
か
の
援
助
が
必
要
な
場
合

に
は
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が

ら
、
安
心
な
生
活
を
維
持
し
て
い
け
る
よ

う
地
域
で
支
え
合
う
こ
と
も
重
要
で
す
。

い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
地
域
や
家
庭

の
中
で
、
安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
し

て
い
く
た
め
に
、
今
の
自
分
に
で
き
る
こ

と
―
。
そ
れ
は
、
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
関
心
を
持
ち
続
け
、
少
し
ず
つ
か
か

わ
っ
て
い
く
こ
と
や
、
年
代
に
応
じ
た
健

康
づ
く
り
に
励
む
な
ど
、
状
況
に
合
っ
た

取
り
組
み
で
す
。
生
き
が
い
の
あ
る
、
健

康
な
老
後
を
送
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、

現
在
の
あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
は
何
で
し

ょ
う
か
。

詳細区役所（１６�）の保健福祉サービス課（ただし機能訓練と訪問歯科は区役所の地域保健課）

費 用

給付に掛かる費用
の１割（１，０００～
３，０００円程度）

無料（内容によっ
ては実費が掛かる
場合があります）

１回当たり４００円
程度

１日当たり３８０円
（食事代は別途必
要）

１食当たり４００円

設置に掛かる費用
の一部（１，０００～
３，０００円程度）

電話の基本料金、
通話料金、移転な
どに掛かる費用

無料

無料

訪問診査：無料
訪問診療：医療保
険扱い（老人医療
の受給者証が使え
ます）

掛かる費用の１割

１回当たり４７０円

１回当たり５５０円

対 象

６５歳以上の方（用具
の種類によって条件
があります）

おおむね６０歳以上で、
外出の機会の少ない
方や健康面で不安の
ある方

虚弱などの理由によ
り日常生活に支障が
ある、６５歳以上の方
（介護保険の要介護
認定の結果、自立と
判定された方）のい
る家庭

虚弱な６５歳以上の方
（介護保険の要介護
認定の結果、自立と
判定された方）

６５歳以上のひとり暮
らしの方で、体が弱
く日常的な調理が困
難な方

・６５歳以上のひとり
暮らしの方で、発作
など日常生活に注意
を要する方
・高齢者の夫婦で、
一方が寝たきりで他
方が病弱である世帯

虚弱なひとり暮らし
の６５歳以上の方で、
前年の市民税が非課
税の方

加齢や障害、痴ほう
などのため療養して
いる４０歳以上の方

原則として病院のリ
ハビリテーションな
どのサービスを利用
していない４０歳以上
の方で、身体や精神
機能の障害に対する
訓練が必要な方

６５歳以上の寝たきり
の方、またはこれに
準ずる状態の方

６５歳以上の方で、家
庭でおむつを使用し
ている寝たきりや中
度以上の痴ほうの方

６５歳以上の寝たきり
の方

６５歳以上の寝たきり
の方

内 容

火災警報器、自動消火器、
電磁調理器、歩行支援車
を給付します

月に２回程度、各種レク
リエーションや交流会な
どに参加することで、地
域の人たちやボランティ
アと一緒に楽しいひとと
きを過ごします

ホームヘルパーが、調理、
洗濯、掃除、買い物など
身の回りのお世話をしま
す

家族が病気・冠婚葬祭な
どで、一時的に介護でき
ない場合に、高齢者をお
世話します

月曜から土曜まで週６回、
栄養バランスの取れた夕
食を届けるとともに安否
を確認します

発作などの心配がある高
齢者に緊急通報装置を貸
し出します

ひとり暮らしの高齢者が
離れて住む親族などと連
絡を取れるよう、電話を
貸し出しします

在宅の高齢者宅などを保
健師、管理栄養士などが
訪問し、療養や介護方法
などについて相談指導し
ます

医師、理学療法士、看護
師などが、体操や手工芸、
運動方法などを指導しま
す

在宅で寝たきりの高齢者
宅を歯科医師が訪問し、
診査（希望により診療）
します

寝たきりや痴ほうの高齢
者に布おむつ・紙おむつ
を宅配します

寝たきりの高齢者宅を年
４回、理容師または美容
師が訪問しサービスを提
供します

寝たきりの高齢者の寝具
などを洗濯乾燥します

サービス名

日常生活用具の給
付

ク ラ ブ

すこやか倶楽部

生活支援型ホーム
ヘルプサービス
（訪問介護）

生活支援型ショー
トステイ（短期入
所）

配食サービス

緊急通報

福祉電話

訪問指導

機能訓練

訪問歯科

おむつサービス

理美容サービス

寝具洗濯乾燥

老
後
へ
の
備
え
は
自
分
の
年
代
や

状
況
に
応
じ
た
取
り
組
み
か
ら

高齢者が長期にわたり安心な在宅生活を送れるよ
う、さまざまな介護保険外サービスがあります。

在宅サービス
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